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この取り組みは、草津町の取組です。中学生が地域の一員として、多くの生徒が参

加できるようにご家庭でもご協力をよろしくお願いします。 

 

毎月第一金曜日は草津町の少年の日です。 

 

ぜひ、子ども達と一緒に地域のみなさんも 

 

「早朝美化活動」への参加をお願いします。 

 

青少年の健全育成実践活動の一環として、昭和 58年から推進員や地域の方々にお

世話になり、当町の青少年が毎月１回、町内全域で清掃活動（6時 00分～6時 30

分）を継続して行っております。 

 

草津町「はあとルール」 

    はやおきのできる子 

    あいさつができる子 

    となりのくつも そろえる子 

早朝美化について 


